
法人事業概況説明書 法人 免税確認書類

法人の方が免税事業者として申請される場合は、2年度前の法人

事業概況説明書の１枚目を証拠書類として提出してください。

• 2年度前の申告書類であること

• 税務署の収受印が押印されていること

• 課税売上高が1000万円以下であること

免税事業者の証憑として、“当期課税売上高”が
1000万円以下の法人事業概況説明書の提出が必要です。
“当期課税売上高”が1000万円よりも多い場合は
免税事業者として申請できませんのでご注意ください。

申請前に確認してください

交付
申請
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確定申告書の第一表+青色申告決算書 個人/青色申告 免税確認書類
交付
申請

個人事業者の方が免税事業者として申請される場合は、2年度前の確定申告

書第一表と、青色申告決算書の１枚目を提出してください。免税事業者として

申請していただくためには課税売上高が1000万円以下の確定申告書の提出が

必要です。課税売上高が1000万円以上の場合は免税事業者として登録できま

せんのでご注意ください。

• 2年度前の申請書類であること

• 税務署の収受印が押印されていること

• 当期課税売上高が1000万円以下であること

青色申告決算書確定申告書の第一表

2



確定申告書の第一表+収支内訳書 個人/白色申告 免税確認書類

個人事業者の方が免税事業者として申請される場合は、2年度前の確定申告

書第一表と、白色申告の収支内訳書の１枚目を提出してください。免税事業者

として申請していただくためには課税売上高が1000万円以下の確定申告書の提

出が必要です。課税売上高が1000万円以上の場合は免税事業者として登録

できませんのでご注意ください。

• 2年度前の申請書類であること

• 税務署の収受印が押印されていること

• 当期課税売上高が1000万円以下であること

確定申告書の第一表 収支内訳書
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個人事業の開業届出書 個人/開業2年未満 免税確認書類

開業から2年未満の方は、開業から2年未満であることを証明する

「個人事業の開業届出書」を提出してください。

• 税務署の収受印が押印されている書類を提出してください。

• 開業日が過去2年度前未満の書類を提出してください。
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